
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  未分割の場合の株主議決権                 

Ｑ：先日、父が亡くなりました。相続財産

の中に株式があるのですが、遺産分割協議が

整わないうちに株主総会がある場合はどのよ

うな取扱いになるのでしょうか？                              

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

相続財産の中に株式があって、その相続に

ついて遺産分割協議が整っていないうちに株

主総会が開かれる場合のその株式の議決権の

行使については、会社法で次のように定めら

れています。 

相続人が２人以上いる場合は、その株式に

ついて権利を行使する人を１人決めて、その

人の名前をその会社に通知しなければ株主と

しての権利を行使することができない。ただ

し、株式会社がその権利を行使することに同

意した場合は、この限りではない。 

したがって、相続人のうちの誰か１人を代

表として選任して、その人がすべての議決権

を行使することになりますので、たとえば、

各相続人が法定相続分に応じた議決権を行使

するということは認められません。 

なお、相続人間で代表がまとまらない場合

は、一般に、相続分に応じた持分の価格の過

半数で行われることになります。 
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